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【生物基礎】 細胞18 原核生物の構造 （１０分） - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
https://www.youtube.com/watch?v=9EXRzIWEOlw
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(32) 最初のウイルスはどこで生まれたのか？｜ウイルスの起源 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=HwkRnb-z9Zw
https://www.youtube.com/watch?v=HwkRnb-z9Zw
https://www.youtube.com/watch?v=HwkRnb-z9Zw
https://www.youtube.com/watch?v=HwkRnb-z9Zw
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【ゆっくり解説】寄生虫の進化~体内で生きるという選択～ (youtube.com)

https://www.youtube.com/watch?v=FJh2sB3pBjk
https://www.youtube.com/watch?v=FJh2sB3pBjk
https://www.youtube.com/watch?v=FJh2sB3pBjk
https://www.youtube.com/watch?v=FJh2sB3pBjk
https://www.youtube.com/watch?v=FJh2sB3pBjk
https://www.youtube.com/watch?v=FJh2sB3pBjk
https://www.youtube.com/watch?v=FJh2sB3pBjk
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医療では分析手法がずいぶん発達してきているが
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医療と食品での微生物分析の差違

医療（種類が多いのは言わずもがな）

• 原因を特定し 対策（治療）へとつなぐ
架け橋

• 人体から原因微生物を「生きた形」また
は「生きていた痕跡」を取り出す努力

• 陰性であった場合には
1. 検出方法の再検討

2. 他の原因微生物の検討

• 治療方法の選択のためには 検出された
微生物と症状の 因果関係が明確でない
といけない

• 日本独自の公定法といえるものはない

食品
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医療と食品での微生物分析の差違

医療（種類が多いのは言わずもがな）

• 原因を特定し 対策（治療）へとつなぐ
架け橋

• 人体から原因微生物を「生きた形」また
は「生きていた痕跡」を取り出す努力

• 陰性であった場合には
1. 検出方法の再検討

2. 他の原因微生物の検討

• 治療方法の選択のためには 検出された
微生物と症状の 因果関係が明確でない
といけない

• 日本独自の公定法といえるものはない

食品

• 食品または腸内で「生き抜いている」微
生物のみに焦点

• 陰性であってもそれは当然 予想された
結果:想定範囲内

• 食中毒の症状と検出された微生物との因
果関係をあまり明確にしようとはしない

• 公定法があるが 公定法はあまりアップ
デートされていない（陳腐化）

• 衛生指標菌という考えが 邪魔をしてい
る
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食品関連の微生物検査では

• そのため因果関係の把握が希薄で

• PDCAが回りにくいものになっている
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食中毒の発生について 2024/7/29 横浜市保健所健康安全課
江南福祉保健センター生活衛生課 神奈川県横浜市
黄色ブドウ球菌

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-
iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.
pdf

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0142_20240729.pdf
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食中毒の発生について（第２報） 2024/8/5 横浜市保健所健康安全課
江南福祉保健センター生活衛生課 神奈川県横浜市
黄色ブドウ球菌
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-

iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/kenko-iryo/shoku/yokohamaWEB/ihanchudoku/syokuchudoku.files/0143_20240805.pdf


25



横浜市保健所健康安全課の例でいえば

• エンテロトキシンによる症状と明白になっているのに

• 生きのびている黄色ブドウ球菌を食品や環境や患者の便から取
り出すことにこだわり続けている→PDCAを回そうとしない
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手指などからの濃厚な汚染を想定



29
偶発的な少数汚染を想定
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横浜市保健所健康安全課の例でいえば

• 手をしっかり洗っていようがいまいが（手袋着用していようが

いまいが）累積温度暴露時間は 少数でも混入した黄色ブドウ

球菌に エンテロトキシンを作らせる
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この辺りですでに死滅曲線に入り込んでいる



横浜市保健所健康安全課の例でいえば

• それなのに生きのびている菌にこだわり続け

• それは「生きている人はいませんか～」震災で倒壊したビルの
下に向かってまだ生存の可能性のある48時間内ではなく、生死の分け目である ク
リティカルな72時間を超えたのちに呼び掛けようとしているの
に等しいのではないか

• 教訓として 微生物の属性（特性、機序）を知らずして 分析
しても 捕獲できない

• 属性を知らずしては 対策の打ちようがない
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厚生労働省がやってくるとなれば ちゃんと毒素から入っていけるじゃないか！
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ああ それなのに横浜市保健所は



38

1. 微生物の起源

2. 医療と食品での微生物分析の差違

3. リスクプロファイル

4. 環境への順応

5. 食品向け微生物分析の現在、簡易法・迅速法の台頭

6. コンパクトドライ、生培地を使ったエアーサンプリング事例

7. そのほかの迅速法

8. 簡易法・迅速法に関する結語

目次



腸管出血性大腸菌（代表例O157:H7）
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どこに 牛・豚の腸管、家畜の糞便により汚染された水、ヒ
トの保菌者、強力な感染力（わずか100個程度）

性質 O157：H7はベロ毒素といわれる毒素を産生する、
加熱に弱く、10℃以下でもほとんど増殖しない

感染源となる
食品・状態

牛肉、豚肉、糞便に汚染された水

ヒトへの影響 潜伏期間：4~8日、激しい腹痛と下痢、子供や高齢
者は注意が必要、感染数量：50~100個程度

ハイリスク者 乳幼児、高齢者、免疫機能の低下している人、糖尿
病・腎疾患患者、抗がん剤治療者

予防方法 加熱処理（75℃で1分以上の加熱）、食肉処理の適
切な取扱い、家畜糞尿の有機肥料も注意

過去の
中毒事例

1996年、大阪堺市で学校給食による集団食中毒事件
では9000人を超える感染者、死者4名。

感染型食中毒

O157:H7は国際的に
も最も重要な食品
媒介病原菌

管理ポイントは、
汚染防止と適正な
温度管理



サルモネラ
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どこに 鳥類・哺乳類・は虫類の腸管内、環境

性質 乾燥に強く、生残能力が高い。環境菌

感染源となる
食品・状態

食肉や鶏卵の不十分な加熱、鶏卵の常温保存

ヒトへの影響 潜伏期間6～48時間、嘔吐・腹痛・下痢・発
熱・頭痛・脱水
感染菌量：10万～100万個程度

ハイリスク者 高齢者、３ヶ月未満の乳児、長期ステロイド
使用、免疫抑制剤使用者、進行ガン患者

予防方法 63℃で30分間（肉の場合75℃１分）またはそ
れと同等以上の加熱で完全死滅。加熱後の低
温保管（4℃以下）で増殖抑制

過去の
中毒事例

2006年7月東大阪市
卵かけご飯の生卵が原因で食中毒⇒翌朝、下
痢・腹痛の後容体急変。3か月後に急性脳症で
死亡

感染型食中毒を起
こす代表的菌種。

衛生管理のポイン
トは汚染防止と適
正な温度管理



カンピロバクター
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どこに 鶏・牛・豚の腸内常在菌（市販鶏肉の45％が汚
染されていたとの報告もある：高い汚染率）
犬・猫などのペットでの保菌

性質 酸素が3～15％の微好気性環境下で発育。30℃
以下では発育せず、至適温度42℃前後、乾燥に
も弱い。

感染源となる
食品・状態

鶏肉、牛レバーなどと手指を介した二次感染

ヒトへの影響 潜伏期間：2～7日 下痢・発熱・嘔吐・腹痛・
頭痛・筋肉痛 ギランバレー症候群との関連
感染菌量：400～500個程度の少量でもありうる

ハイリスク者 健康な人の保菌率は１％未満。発症率は年齢に
より異なり、乳幼児・若年層で高い傾向

予防方法 食鳥処理場における区分処理・交差汚染防止
熱に弱いため加熱処理と処理後の冷蔵保管

過去の
中毒事例

学校給食、飲食店などの大規模食中毒に発展す
る事例が多い

特有のらせん状
運動を示す
感染型食中毒

少量菌数でも感
染する



腸炎ビブリオ
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どこに 沿岸の海水や海底の泥土中に生息。そこ
で捕獲された魚介類を汚染する。

性質 室温で激しく増殖。好塩性で1~8％塩分濃
度で発育。真水・加熱に弱い。

感染源となる食
品・状態

海産魚介類とその加工品。あるいは調理
時の調理ヒトの手指・器具を介した二次
感染

ヒトへの影響 潜伏期間：4～96時間。激しい下痢と上腹
部痛みの急性胃腸炎。感染菌量：100万個
以上

予防方法 食材の加熱（65℃、1分間以上）、10℃以
下での冷蔵保管。交差汚染防止対策

過去の中毒事例 1950年 大阪泉南 シラスによる食中毒。
患者272名、死者20名、（腸炎ビブリオ発
見となった事件）

好塩性菌
感染型食中毒

魚介類を主な媒介
食品として、６~９
月に発生する食中
毒の主要部分を占
める

低温管理がポイン
ト



黄色ブドウ球菌

43

どこに ヒト・動物の表皮、鼻腔などの粘膜

性質 高濃度食塩下でも増殖する。冷蔵温度帯
では増殖しない。耐熱性の毒素（エンテ
ロトキシン）産生

感染源となる食
品・状態

加工品、弁当や総菜などの複合調理食品、
食肉や乳製品

ヒトへの影響 潜伏期間：1~6時間、吐き気・嘔吐・腹
痛・下痢
菌数10万~100万個/g以上で毒素産生

予防方法 食品取扱者の衛生教育、手洗い等の衛生
管理の実施、調理・加熱後の温度管理
（10℃以下）

過去の中毒事例 2000年の乳業メーカーによる食中毒事件
(中毒者は15000人）⇒乳原料の常温での
長時間放置

毒素型食中毒（毒
素：エンテロトキ
シン）

ヒトや動物の皮膚
や粘膜の常在菌

食品取扱者の衛生
管理に反映する重
要な食中毒菌



セレウス菌
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どこに 土壌、水などの環境中に広く分布し
て、古くから腐敗菌として知られる

性質 胞子(芽胞）を作り耐熱性が高い、耐
熱性毒素も作る

感染源となる食
品・状態

穀物類、複合調理食品（米飯、スパ
ゲティ、麺類）、肉や野菜を材料に
したスープなど

ヒトへの影響 嘔吐型と下痢型の２タイプあり。
食中毒の発症には10万~１億個／gが
必要。

予防方法 加熱調理後ですぐに喫食しない場合
は、急冷して低温保存する

過去の中毒事例 2005年7月東京 弁当屋の「おにぎり
弁当」での食中毒（患者数67名）
など

毒素型食中毒

芽胞形成で加熱・
乾燥などの環境に
強い抵抗性あり



ウェルシュ菌
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どこに ヒトや動物の大腸内常在菌、下水・河川・海、
土壌など自然界に広く分布している

性質 胞子(芽胞）を作る、嫌気性で増殖が速い、
比較的高温度帯でも増殖できる

感染源となる
食品・状態

食肉や魚介類、それらを使った調理品、カ
レーやチャーシューなど給食施設などでの大
量調理品に多く、「給食病」「カフェテリア
病」とも呼ばれる

ヒトへの影響 潜伏期間：平均12時間 腹部膨満感と腹痛と
下痢。
発症菌数：10万～1億個／g

ハイリスク者 ほとんどは１～２日で回復。子供や高齢者で
はまれに重症化の恐れあり

予防方法 加熱調理後の急冷と低温保管（25℃~55℃の
温度帯での保管を避ける）

過去の
中毒事例

大量調理食品による加熱後急冷が不完全な集
団食中毒事例が多い。

感染型食中毒

芽胞形成で加熱・
乾燥などの環境に
強い抵抗性あり



ボツリヌス菌

46

どこに 河川や海底の泥で検出されることから、農作物・魚
介類・食肉などあらゆる食品原材料を汚染する

性質 胞子（芽胞）を形成し猛毒素を産生する、嫌気性で
冷蔵庫内でも増殖する。

感染源となる
食品・状態

いずしなどの自家製の発酵食品、瓶詰め、真空パッ
ク食品、ハチミツ

ヒトへの影響 神経毒の摂取が原因となり、発生頻度は低いが致死
率が高い。乳児ボツリヌス症

予防方法 芽胞の完全殺菌(120℃4分以上）、加熱処理による食
品中で産生された毒素の不活化（100℃で1~2分の加
熱で不活化）

ハイリスク者 生後1歳未満の乳児は腸内細菌叢が成人とことなり腸
内で菌の定着と増殖が起こりやすい

過去の
中毒事例

2017年4月、東京都で生後6ヶ月男子がハチミツ摂取
原因で死亡（乳児ボツリヌス症）
1984年6月 熊本県 からしレンコンでの食中毒。患
者31名、死者9名。

毒素型食中毒、芽
胞形成
致死率が高い神経
毒を産生する
偏性嫌気性（ボツ
リヌスの芽胞は、
低酸素状態に置か
れると発芽・増殖
がおこり、毒素が
産生される。）



ノロウイルス
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どこに ヒトの腸管、カキなどの二枚貝

性質 少量で発症する。アルコールでは失活し
ない。最近の食中毒発生数の20%以上、患
者数の約50%を占める

感染源となる
食品・状態

保菌者の手洗い不足、生カキや保菌者に
よる二次汚染されたあらゆる食品が感染
源となる

ヒトへの影響 潜伏期間：1～2日、突然の吐き気と嘔吐
にはじまり激しい下痢。発症のメカニズ
ムは不明

ハイリスク者 免疫力が低下した小児や高齢者では症状
が悪化しやすい

予防方法 加熱処理（不活化は85~90℃で90秒以上）、
手洗い・洗浄などの一般的衛生管理の徹
底

過去の
中毒事例

2017年3月 きざみ海苔での食中毒事件
（感染者数：1098人）

従来はカキなどの
二枚貝由来であっ
たが、最近は食品
取扱者を介した2次
汚染された食品に
よる食中毒が多い。
小型球形ウイルス
で直径が30nm（100
万分の30mm）と極
めて小さい。



アニサキス（寄生虫）

48

どこに 海にすむ哺乳類（イルカ、クジラ）
に寄生する回虫の一種で、サバ・サ
ケ・タラ・イカなどの魚介類に寄生
したものが人に誤って迷入

性質 冷凍、熱に弱いが塩・酸では死なな
い。魚介類の内臓に寄生するが、魚
介類が死亡後筋肉部位に移動

感染源となる食
品・状態

海産魚介類の刺身（イカ、サバ、サ
ケ、タラ、アジの刺身や酢締め）

ヒトへの影響 急性胃腸炎、（アレルギー症状：ア
ナフィラキシーが生じる場合もあ
り）

予防方法 加熱(70℃以上で死滅）、冷凍（-
20℃で24時間）、目視による除去

過去の中毒事例 2015年の日本での患者数133名（厚労
省調査）芸能人も感染被害多い
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高齢者福祉施設で起こりやすい食中毒事故｜MHCL WORKS LABO

https://www.mhcl.jp/workslabo/hatena/elderlywelfare#bb
https://www.mhcl.jp/workslabo/hatena/elderlywelfare#bb
https://www.mhcl.jp/workslabo/hatena/elderlywelfare#bb
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https://www.mhcl.jp/workslabo/hatena/elderlywelfare#bb
https://www.mhcl.jp/workslabo/hatena/elderlywelfare#bb


分析が特にややこしいのは芽胞菌

• どんな培養法・培養温度でも 機嫌が悪いと出てこない

（損傷菌、休眠細胞）

• 菌種・菌株によって 栄養・酸素・温度の好みが多様

• クロストリディウム属菌は ”偏性嫌気性“ と言われるが 結構酸素があっても生えてくるのではないか？

• (ストレス耐性）が（培地、菌株によって）、芽胞の状態で大きく異なりうる

• でも こういった困難は他の菌種でも大なり小なりみられる

• 人間の英知なんてこんなもの
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1. 微生物の起源

2. 医療と食品での微生物分析の差違

3. リスクプロファイル

4. 環境への順応

5. 食品向け微生物分析の現在、簡易法・迅速法の台頭

6. コンパクトドライ、生培地を使ったエアーサンプリング事例

7. そのほかの迅速法

8. 簡易法・迅速法に関する結語
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ストレス耐性の獲得：
個体に起きていること
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芽胞菌・非芽胞菌にかかわらず
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集団に起きていること
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1 2 3

継体培養を繰り返しても 形質はどんどん分化していく



バイオフィルム
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今までの不可解な現象の多くがバイオフィルムで説明可能
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なじんでいない温度にさらされるのはストレス
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これと同じことが

• 食品が古くなると

• 食品から取り出され（て 時間が経つと）

• 生理食塩水中に懸濁され（て 時間が経つと）

• 冷たい・熱い培地上に塗布される と

• （勝手に定められた）培養温度に保管される と
（本当の好みの温度は誰もわからない）

• 菌体が高齢、損傷を受けている と

• 起きている

63



逆に言えば

• 製造開始直後には 見つからなかった菌が 徐々に順応を示し
あるいは ある日を契機に突然 製品や環境で発見され始め
るということも起きうる
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低温菌の問題の浮上
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人間の作り出した環境への適合
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6. コンパクトドライ、生培地を使ったエアーサンプリング事例

7. そのほかの迅速法

8. 簡易法・迅速法に関する結語

目次



74

旧来の分析法は？



75



76



77

【食品検査の初心者必見！】HACCPに検査結果の「基本」をわかりやすく解
説／オンラインHACCP教室 (youtube.com)

https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
https://www.youtube.com/watch?v=99GGnU-qQdg
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どんな菌を対象にしてきたのか？
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86

食肉製品くらいか
リスクベースの
基準が設定され
ているのは



87



88



規格基準というものがあるが

• 古い昔には意味があったのかもしれないが 衛
生度の向上、食事形態の変化があった今となっ
ては 「一般生菌数」（「大腸菌陰性」）などは
まったくといっていいほど無意味

• 製造形態の変化（手洗い・消毒、手袋着用の定
着）があった今となっては 「黄色ブドウ球菌
陰性」というのは ほとんど自動的に達成でき
ている

• そんなことより 実際に起きては困る食中毒
菌・ウィルスの検出にこそ力を注ぐべきではな
いか？ また 食品そのものよりも 発生源の
コントロールにこそ注力すべきではないか

89



弁当・総菜の規格基準は

• 一般生菌は安全指標ではない

• 大腸菌も直ちに その発見が 危険というわけではない

• 黄色ブドウ球菌は 累積温度暴露時間で管理すべきもの

• 製造後2時間以内に喫食されてしまう前提

• 60℃→20℃への冷却が 30分以内に成し遂げられているという前提

• 怪しい菌に集中してではなく 「調理履歴」中の環境からの交差汚染把握が目的？

• セレウスは規格に入っていない

• セレウスをモニターするかどうかは その商品の特性に基づき 事業者が判断すべき？

90



規格基準というものがあるが

• それを検査すること自体の意味が薄れている

• 「公定法で」とされているばかりに それに近

い結果をだす簡易法しか認定されない（進化の

阻害すらしている）

• 一般生菌の菌叢も時代ともに変化しているはず

なのに 公定法がそれを正確に反映しているか

の検証は誰も行っていない
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弁当・総菜の食品安全指標と公定
法の合理性に関する考察

日本においては弁当・総菜についていえば、一般生菌数といった製造環境の衛生指標

が製品の安全担保のエビデンスとして採用され、これに対するように大腸菌陰性や黄

色ブドウ球菌陰性といった人由来の汚染指標を直接製品の安全担保の指標として採用

するに至った理由はなぜかについて考察します。また、公定法と呼ばれるものが改訂

もされずに唯々諾々と順守されているのはなぜか、そしてその合理性について深く掘

り下げます。



製造環境衛生指標が採用された歴史的・行政的背景

1

戦後の食品衛生行政の確立

食品衛生法の制定（1947年）以降、大量生産・大量

流通に対応するため、測定しやすい指標が優先され

た。

2

一般生菌数の普及

培養法による一般生菌数測定が標準化され、行政・

業界双方にとって共通言語となった。

3

規格基準の整備

弁当・総菜の衛生規範が策定され、一般生菌数を中

心とした基準が法的根拠を持つようになった。

4

現在に至る慣行化

一度確立された基準は改訂されにくく、業界慣行と

して定着。公定法への依存が続いている。

このような歴史的経緯が、現在の指標体系の根底にあります。行政の継続性・安定性を重視する日本の制度文化も、この慣行の固定化に大きく寄与

しています。



人由来汚染指標：大腸菌・黄色ブ
ドウ球菌陰性の意義

人由来の汚染指標とは

大腸菌陰性・黄色ブドウ球菌陰性は、

製造工程における人由来の汚染（手指

・飛沫・糞便汚染など）を示す指標で

す。これらは環境衛生の代替指標では

なく、直接的な食品安全リスクを反映

します。

なぜ直接指標として採用された
のか

• 食中毒事例の多くが人由来汚染に起

因することが疫学的に示されてきた

• 黄色ブドウ球菌は手指からの汚染が

典型的であり、弁当・総菜の製造工

程と親和性が高い

• 大腸菌は糞便汚染の指標として国際

的にも認知されている

• 陰性・陽性という二値判定が行政上

の運用に適している



公定法とは何か：その定義と現状

公定法の定義

食品衛生法や関連告示に基づき、行政が公式に

定めた検査方法。法的拘束力を持ち、食品の規

格基準への適合確認に用いられる。

改訂されない現状

公定法は一度制定されると、科学的知見の進歩

があっても改訂されにくい。行政手続きの煩雑

さ・利害関係者の調整コストが障壁となってい

る。

唯々諾々たる順守

業界・検査機関ともに、公定法への準拠が「安

全」とみなされる慣行が定着。法的リスク回避

の観点から、異議申し立てが起きにくい構造が

ある。



公定法の感度の問題：培養時間と
検出限界

公定法の感度は高くなく、培養時間を延長すると規定培養期間では出てこなかっ

た菌が出現してくることも度々ある。

この事実は、公定法が定める培養条件・培養時間が、必ずしも検体中に存在するすべ

ての微生物を検出するために最適化されていないことを示しています。

規定培養期間の
限界

公定法が定める培養

時間内では増殖が不

十分な菌株が存在し

、陰性と判定される

ケースがある。

培養時間延長に
よる菌の出現

培養時間を延長する

と、規定期間では検

出されなかった菌が

出現することが度々

報告されている。

偽陰性リスク

感度の低い検査法は

偽陰性を生み出し、

実際には汚染されて

いる製品が「安全」

と判定されるリスク

をはらんでいる。



簡易法による新たな発見：公定法との乖離

簡易法が示す現実

簡易法で検査を行うと公定法では出てこなかった菌を発見するということも度

々であろう——この指摘は、公定法の検出能力に対する根本的な疑問を提起して

います。

簡易法は、迅速性・利便性を重視して開発された検査手法ですが、その過程で

公定法よりも高い感度を示すケースが報告されています。これは、簡易法が単

なる「簡便な代替手段」ではなく、場合によってはより精度の高い検出ツール

となり得ることを示唆しています。

公定法

規定培養条件・時間に縛

られ、検出できない菌が

存在する

簡易法

公定法では検出されなか

った菌を発見するケース

が度々ある



なぜこのような不合理が温存されるのか：制度的・組織的
要因

行政の権威維持

公定法を改訂することは、これまでの行政判断の誤りを認める

ことになりかねず、行政機関にとって心理的・政治的障壁が高

い。

業界との利害調整

公定法の精度向上は、これまで「合格」とされてきた製品が

「不合格」となるリスクを生み出し、業界からの抵抗を招く。

認定機関の既得権益

公定法に基づく検査・認定を行う機関にとって、現状維持が既

得権益の保護につながる側面がある。

法的責任の回避論理

公定法準拠という「お墨付き」が、食中毒発生時の法的責任を

回避するための盾として機能しており、各主体が現状維持を選

好する。



国際比較：他国の食品安全検査法
はどうなっているか

日本の公定法問題を相対化するために、国際的な動向を参照することは重要です。

EU・コーデックス委員会

科学的根拠に基づく定期的な基準見直しが制度化されており、より高感

度な検査法の採用が積極的に推進されている。

米国FDA・USDA

分子生物学的手法（PCR等）を含む迅速検査法の公定法への組み込みが

進んでおり、感度・特異度の向上が図られている。

日本との比較

日本では培養法を中心とした公定法が長期間改訂されず、国際的な検査

技術の進歩から取り残されるリスクが高まっている。



食品産業における微生物分析簡易法の台頭



なぜ「スピード」が求められるのか

惣菜・弁当の消費期限は製造日当日、または製造日時から48時間以内という極めて短

い設定が一般的です。この短い消費期限の中で、出荷前に衛生規範へのコンプライア

ンスを担保するため、一般生菌数の迅速な確認が強く求められています。

製造当日出荷

消費期限が製造日中に設定される製

品では、検査結果を数時間以内に得

る必要があります。

48時間以内の期限

最長でも製造日時から48時間以内と

いう短い消費期限が、迅速検査の必

要性を生み出しています。

出荷前確認の義務

衛生規範への適合確認（予測）のため、出荷前に一般生菌数の確認が期待されて

います



食品産業の構造的課題

食品産業、特に惣菜・弁当分野が抱える低利益率という構造的問題が、微生物検査の現場に大きな影響を与えています。

低利益率の現実

食品産業の利益率の低さから、微生物分析に携わるスタッフに十分な

教育訓練を受けた専門人材を配置することは困難な状況が続いていま

す。

人材確保の実態

子育ての忙しさから解放されたばかりの母親の空き時間に目を付け、パー

トタイマーとして雇い入れ、安く分析業務の委託するということが日常茶

飯事となっています。これは産業全体の慣行として定着しています。

スピード重視

短納期・出荷前検査に

迅速な結果が必要。

非専門者対応

パートタイムや最低限の研

修で扱える簡便さ。

簡易法が選ばれる理由



現在の微生物分析簡易法の全体像

機器を使用しない簡易法として現在広く普及しているものには、主に以下のカテゴリーが存在

します。それぞれの特徴と現場での位置づけを整理します。

1

フィルム培地法

3M ペトリフィルムに代表される、薄膜培地を用いた簡易培養法。操作が簡単で

判定も視覚的に容易。

2

コンパクトドライ法

乾燥培地を用いた簡易法。水を加えるだけで培地が再水和し、コロニーを計数で

きる。

3

ディップスライド法

培地付きスライドを検体に浸すだけの極めて簡便な方法。主に環境モニタリング

に使用。

4
ATP拭き取り検査

機器を使用するが、操作は極めて簡単。ただし菌数との相関に課題あり。



フィルム培地法の現状と課題

フィルム培地法（ペトリフィルム等）は現在の食品産業における簡易法の主流です。

しかし、いくつかの本質的な課題が残されています。

 強み

操作が極めて簡単で、専門知識がなくても実施可能。コロニーの色や形態によ

る視覚的判定が容易。標準寒天培地との相関が確立されている。

 課題

培養時間（通常24〜48時間）が依然として必要。消費期限が製造当日の製品に

は対応困難。判定の主観性が残る。

 将来の方向性

培養時間の短縮化（高温短時間培養対応製品の開発）と、判定の客観化（色変

化の定量化）が今後の改良の主軸となるでしょう。
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現在の微生物分析簡易法の全体像

機器を使用しない簡易法として現在広く普及しているものには、主に以下のカテゴリーが存在

します。それぞれの特徴と現場での位置づけを整理します。

1

フィルム培地法

3M ペトリフィルムに代表される、薄膜培地を用いた簡易培養法。操作が簡単で

判定も視覚的に容易。

2

コンパクトドライ法

乾燥培地を用いた簡易法。水を加えるだけで培地が再水和し、コロニーを計数で

きる。

3

ディップスライド法

培地付きスライドを検体に浸すだけの極めて簡便な方法。主に環境モニタリング

に使用。

4
ATP拭き取り検査

機器を使用するが、操作は極めて簡単。ただし菌数との相関に課題あり。
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現在の微生物分析簡易法の全体像
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します。それぞれの特徴と現場での位置づけを整理します。

1

フィルム培地法

3M ペトリフィルムに代表される、薄膜培地を用いた簡易培養法。操作が簡単で

判定も視覚的に容易。

2

コンパクトドライ法

乾燥培地を用いた簡易法。水を加えるだけで培地が再水和し、コロニーを計数で

きる。

3

ディップスライド法

培地付きスライドを検体に浸すだけの極めて簡便な方法。主に環境モニタリング

に使用。

4
ATP拭き取り検査

機器を使用するが、操作は極めて簡単。ただし菌数との相関に課題あり。
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します。それぞれの特徴と現場での位置づけを整理します。
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フィルム培地法

3M ペトリフィルムに代表される、薄膜培地を用いた簡易培養法。操作が簡単で

判定も視覚的に容易。

2

コンパクトドライ法

乾燥培地を用いた簡易法。水を加えるだけで培地が再水和し、コロニーを計数で

きる。

3

ディップスライド法

培地付きスライドを検体に浸すだけの極めて簡便な方法。主に環境モニタリング

に使用。

4
ATP拭き取り検査

機器を使用するが、操作は極めて簡単。ただし菌数との相関に課題あり。
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127

複合した菌叢の場合 発光量からの菌数推定は 非常に困難
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Bacillus subtilis なら定温食品では24時間可食といえるが



129

無毒のE.coli でも 定温食品では24時間がぎりぎり
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衛生規範を参照すると E.coli陽性となる可能性大



131
一般生菌の中で主流を占める Pseudomonas であれば
衛生規範を参照すると
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134
複合した菌叢の場合 発光量からの菌数推定は 非常に困難



培養時間短縮への技術的アプローチ

振とう培養？、超音波攪拌？



方法１

３５℃培養



「パウチ型発色培地キット」の標準化

総合的な分析から、機器を使用しない簡易法の将来において最も有力なシナリオは、

使い捨てパウチ型発色培地キットの標準化です。

1 試料を加えるだけの操作

検体を所定量パウチに注入し、密封して所定温度・時間静置するだけ。ピペッ

ト操作や培地調製が不要。

2 色見本との目視比較で判定

培養後、パウチの色変化を付属の色見本カードと比較するだけで合否判定が完

了。数値読み取りや計算不要。

3 8〜12時間での判定実現

高温短時間培養対応の培地設計により、従来の24〜48時間から大幅に短縮。製

造当日出荷製品への対応も視野に。



方法２の変法

から寒天を抜く



加熱調理後冷凍食品：芽胞菌（？）

12時間程度
で白濁・沈殿

35℃で 6時間後陰性
（～48時間後も陰性）

加熱調理後冷凍食品
ヒートショック

AB パウチ寒天抜き特注品
ほとんど直後
に黒変したものもある

12時間程度
で白濁・沈殿



ラテラルフロー（イムノクロマト）
法の食品微生物検査への展開

妊娠検査薬やインフルエンザ検査キットで広く知られるラテラルフロー（イムノクロ

マト）法は、現在は主に食品中の毒素・アレルゲン検出に使用されていますが、今後

は微生物そのものの検出への応用拡大が期待されます。

現在の応用範囲

ノロウイルス、サルモネラ、黄色ブ

ドウ球菌毒素などの特定病原体・毒

素の定性検出に実用化済み。

一般生菌数への課題

特定菌種ではなく「一般生菌数」と

いう概念はイムノクロマト法と相性

が悪く、直接的な適用は困難。ただ

し代替マーカーの開発が進行中。

将来の可能性

細菌の代謝産物（エンドトキシン、特定酵素活性など）をマーカーとした「汚染

指標」検出への応用が研究段階にあります。





1. 10^3 /採取検体 と言えば 相当な汚染が起きていることが疑われる

2. どこに汚染源があるかわかっていないときの「最初のリサーチ」

3. 新製品の初回製造出荷前の「念のためチェック」

4. 機器・ライン入れ替えの際の 初回製造品の出荷前の 「念のためチェック」

• 実際におおきな効果を発揮したのは

2.最初のリサーチ（特に洗浄の効果確認）



143

10^3 CFU/gのような食品であった場合 定温での24時間経過後のコンプライアンス予測は非常に困難



144

10^3 CFU/gのような食品であった場合 冷蔵での48時間経過後のコンプライアンス予測には採用が非常に困難



微生物規格基準むけ公定法

145



一般生菌数
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大腸菌

147



黄色ブドウ球菌

148



大腸菌群

149



腸炎ビブリオ

150



サルモネラ

151



クロストリディウム属

152



真菌

153



簡易試験法

154



簡易法は 手間暇の面では大きな改善

しかし「課題である」弁当総菜の期限までのコンプライアンス保証はできない

155



156

1. 微生物の起源

2. 医療と食品での微生物分析の差違

3. リスクプロファイル

4. 環境への順応

5. 食品向け微生物分析の現在、簡易法・迅速法の台頭

6. コンパクトドライ、生培地を使ったエアーサンプリング事例

7. そのほかの迅速法

8. 簡易法・迅速法に関する結語

目次



公定法にこだわり続けると

• 生培地を常置してある検査施設まで 冷蔵で検体を送ろうとする

（低温は菌にとって大きなストレスのことが多い）

• ふき取りだけ行って 綿棒を漬け込んだ生理食塩水を生培地を常置

してある検査施設まで送ろうとする（低栄養・浸透圧の差は菌に

とってストレス）

• 生培地の汚染は珍しいことではない（エラーを招き入れてしまう）

157



うちでも使用している

• コンパクトドライ

• アズワン サニスペック生培地
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どう使うかの方が重要では？

165

どの手法をえらぶかより



スワブ（ふき取り綿棒）を 使用するも
の以外では

• 単なる接触では 培地への転写はすくない

• つまり 培地に生えないからといって 表面にいないという保

証にはならない

166



転写率は非常に小さい

• 単なる接触では 数％単位

• つまり表面に 培地相当の面積に100個体いたとしても 培地

に転写されるのは 数個体

167



168普及するのはいいが 間違った使い方も

消毒の効果は！？肉屋が微生物検査をして検証しました！

https://www.youtube.com/watch?v=Ic4FAu1m4Y4


169

「標準化」が中央値の再現性を目標としてはいないか？
異端値＝異常値こそが 問題の根源ではないのか？



表面が荒れている、傷、クラック、バイ
オフィルムがある場合

• よく濡れたスワブ（綿棒）で ごしごしこすり取らないと無理
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バチルス属

カンピロバクタ―
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ストマッキング（ホモジナイジング）は
必須か？

• 微生物が表面にいる（表面に移動することを好む）のであれば

全く不要

• （米飯中の）セレウス

• ストマッキングすればかえって希釈、ストレス

179



• 微生物が表面に集中しているのであれば逆効果

• ストマッキングも菌体にとってはストレス

180

ストマッキング（ホモジナイジング）は
必須か？



• 微生物が表面に集中しているのであれば逆効果（野菜表面の大

腸菌群（嫌気性菌だが植物の生体防御機能に阻まれて中の方に

入っていけない）、精肉表面の大腸菌群（嫌気性だが自走性に

乏しいので肉の奥深くに入っていけない）、揚げ物の表側の

セレウス（油に漬かっているほうが耐熱性が高まる）

181

ストマッキング（ホモジナイジング）は
必須か？



この例でいえば

• ストマッキングは ステルス効果をあげ

• 前培養でも加えない限り 汚染の広がりを把握できなくなる

182



183

この例でいえば
ネトまたはバイオフィルムにとらえられた大腸菌という存在特性

をストマッキングすることで消してしまう



• 微生物が内部に集中しているのであれば

• やった方がいい時も多い

• しかし 唐揚げの芯部のカンピロバクターや腸管出血性大腸菌

などは 滅菌したナイフでカットし内面を露出させ そこをふ

き取る方が効率的

• 芯部以外は 良く加熱されてしまっているので

184

ストマッキング（ホモジナイジング）は
必須か？



ちょうどいい培地が無い！

• 自主的な環境や製品のモニタリングとしては 親戚やお隣さん

がいれば その菌もいるのではないかと推測するので十分

185



ちょうどいい培地が無い！

• 親戚やお隣さんがいれば その菌もいるのではないかと推測す

る

• 存在が怪しまれ １．自分の工程にキルステップが無い場合

２．キルステップ後の製品への交差汚染が考えられる場合

確定試験

186
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バチルス属

カンピロバクタ―



諸注意

• 1菌体が1コロニーに成長するという前提

• 菌濃度が低いとコロニーに成長しにくい

• コロニーの融合、拮抗

• 単一菌種が優勢で 成長が早い場合 コロニー同士の融合が起

きやすい

188



189

は O157 を見逃す



サンプリングや植え付け時の交差汚染が
気になる

• 食品や環境中に濃密に存在する菌を相手の場合、手指からや

空中の落下菌は無視できる

• 黄色ブドウ球菌だけは 手指に多く存在するので 次の動画の

ような手順はダメ

190



191

動画は落下菌検査と題されているので それでいいのかもしれないが
黄色ブドウ球菌が課題の時 手指が培地の上を横切るのはNG

(32) 落下菌検査 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nRCAi98rtp0
https://www.youtube.com/watch?v=nRCAi98rtp0
https://www.youtube.com/watch?v=nRCAi98rtp0
https://www.youtube.com/watch?v=nRCAi98rtp0
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(33) 嫌気培養器を確保せよ！ 嫌気培養器を比較してみた． - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=-hbArwePSVU
https://www.youtube.com/watch?v=-hbArwePSVU
https://www.youtube.com/watch?v=-hbArwePSVU
https://www.youtube.com/watch?v=-hbArwePSVU
https://www.youtube.com/watch?v=-hbArwePSVU


使用後の培地の処分は？

• メーカーはオートクレーブ処理を主張するが、食中毒の原因菌

でもなければ そこまでは・・・

• それよりも クリーンベンチ作業者の手指の汚染、鼻腔への吸

い込みを気にするべき

• 勿論 作業着を介しての 現場への汚染持込には注意
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空気の清浄度判定に使用

• 通常は 一般生菌と真菌

• なぜなら これ以外の基準が検討されていないから

196



実はそんなに大したもの
ではない

197

空気による汚染は過剰評価される傾向にあるが
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空中に浮遊する微生物

・実際には 数の面から言えばあまり神経質になる必要はな
い・・・HACCPでゾーニングをあまりうるさくいっていることも
悪影響のひとつであろう

• 実際には 施設の構造上 空気が最大のキャリアーとなってい
るときだけ（パンのスライス工程のカビ胞子）注力すればよい

199
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空中に浮遊する微生物

• 通常は 水滴（または埃）にとらえられていて 水滴であれば
サイズが大きいので捕獲しやすい

• 水滴であれば 沈降速度も速いので すぐ床に叩き落される

• しかし 水滴が乾燥すると サイズが小さくなり 捕獲も沈降
も進まなくなる

• まして 菌単体、ウィルス単体は言わずもがな ほとんど永久
に浮遊するようになる

201
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これどう思う？

207
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アズワン生培地は

• 私の経験でいえば （100分の１～）1000分の1くらいの確率で汚染さ
れているようだ

• 通常は 単一の菌種による汚染なので 見分けはしやすいが
「要注意」

• これが 滅菌不足によるものか ピンホールによるものか判然
としないが 私が経験したものは おそらくすべてバチルス属
＝滅菌不足ではないか

209
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殺菌
希釈
捕集

211

空気の浄化には3種類



殺菌はメーカーのスペック通りにはいか
ない
• 通過に要する時間が長いほど＝殺菌効果上がる

• しかし通過に要する時間が長いと通過回数が減る

212



希釈は実は現実的で廉価

• しかし 効果の数値化が難しい

213



捕集は簡単にできる

• 捕集効率を上げると通過回数が減りがち

• しかし 捕集効率を下げて 通過回数を上げるという裏技を使
える

• 菌体が大きいもの、ミスト（水滴）や埃に取り込まれていてサ
イズが大きくなっているものには この裏技が非常に有効

• エアコンの入り口または出口に中性能フィルター

214
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https://news.yahoo.co.jp/articles/e91128708bfe7e7080f2865211db5741b38cc7f7/images/000
https://news.yahoo.co.jp/articles/e91128708bfe7e7080f2865211db5741b38cc7f7/images/001
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この「3分で機内の空気がすべて入れ替わる」という空調システムはどれくらい優れているものなの

でしょうか。奥貫さんは病院の空調を超えるものといい、その根拠を次のように話します。 「私たち

が調べたところ、病院の建物には換気設備の基準が定められているようで、感染病棟でも『1時間

に12回以上』の換気ができる設備を持つよう厚生労働省が定めてます。飛行機の場合は3分に1

回、つまり1時間に20回の換気ができる計算となりますので、こういった意味でも非常に優れた換

気システムを飛行機が持っていることをおわかりいただけるのでは、と考えています」（ANA整備セン

ター 奥貫 孝さん） ちなみに、循環する空気をろ過するために使われる「HEPAフィルター」は、ボー

イング777型機の場合、8枚搭載されているといいます。その交換頻度は、整備基準で平均して2

年に1回とのことで、新型コロナウイルスの感染拡大後も変更されていません。 これは航空会社

側と航空機メーカー側の綿密な協議の結果、「HEPAフィルター」はずっと微粒子をキャッチし続ける

ことができる性能を持っているほか、厚生労働省の「ウィルスが72時間で非活性化する」というデー

タに基づいているとしています。 なお奥貫さんによると、ボーイング777型機の「HEPAフィルター」

は、床下の貨物スペースに設置されていますが、普段は壁に隔てられ、そこで作業する貨物作業ス

タッフですら見ることができないものだそうです。

218



飛沫核の除去には

• 換気：感染症病棟でも一時間当たり12回

窓をできるだけ大きく開ける、小さくとも二

方向あける。サーキュレーター・ファンによ

る給気・排気。

• 捕集：HEPAなら完全ろ過と考えてよい。

中性能フィルターなら約3割？

219



エアーサンプラー使用上の注意

• 培地は常温に温めてから使用

• エアーサンプラー自身が汚染源にならぬよう軽い清掃・消毒（ア

ルコール、空運転）

• エアーサンプラーのバッテリー残量注意

• 培地セッティング時「片締め」注意

220



エアーサンプラー使用上の注意

• カビの場合 コロニーができ始めてからは シャーレを激しく動

かさない（胞子が飛ぶ）

• 24時間、48時間、3日間、5日間というのは・・・人間の都合

微生物はそんな区切りは気にしてない（ついでにいうと 25℃、35℃も）

• 特にカビの場合 途中経過を写真にとる、コロニーにマーキング

する

221
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諸注意-1

• １菌体が１コロニーに成長するという前提

• 菌濃度が低いとコロニーに成長しにくい

• コロニーの融合、拮抗

• カビの場合 菌種によって 成長の速度が大きく異なるので 長い

培養期間の間に 融合、拮抗が起きやすい

• 単一菌種が優勢で 成長が早い場合 コロニー同士の融合が起きや

すい

223



諸注意-2

• 生培地に生えたカビが 必ず製品でも生えるというわけではな

い

• 最終的には シャーレに（滅菌した・殺菌した）製品そのもの

を置く、あるいは 生培地に生えたカビを釣菌して 製品に植

え付けてみることで確認する

224



しっかりフォローアップしないと

225

ここから初めて菌種の
特定が可能になる

菌種の特定不能



日本におけるカビ毒食中毒の年表（1950年代〜1970年代）

11953年

黄変米中毒事件：シトレオビリジン中毒

患者数：約7,000人

死亡者数：0人

北日本の広い地域で発生。保存米のカビによる中毒で、嘔吐

、めまい、頭痛などの症状が報告されました。

2 1955年

黄変米中毒事件（続発）

患者数：約2,600人

死亡者数：0人

前回の事件後も保存米の管理問題が解決せず、再び発生しま

した。

31960年代

アフラトキシン規制開始

1960年代に入り、アフラトキシンの危険性が国際的に認識さ

れ、日本でも輸入食品の検査体制が強化されました。



日本におけるカビ毒食中毒の年表（1980年代〜2000年代）

11982年

輸入ピーナッツのアフラトキシン汚染

大規模な食品回収が行われましたが、幸い患者発生の報告は

ありませんでした。 2 1988年

デオキシニバレノール（DON）汚染小麦

国内産小麦からDON検出。規制値の設定につながりました。31995年

パツリン汚染りんごジュース

患者数：報告なし

基準値超過のパツリンが検出され、食品衛生法の改正につな

がりました。



日本におけるカビ毒食中毒の年表（2000年代〜現在）

12001年

アフラトキシン規制強化

輸入食品に対するアフラトキシン検査体制が強化されました

。 2 2008年

中国産冷凍餃子事件

32011年以降

フザリウム毒素の監視強化

気候変動の影響で国内の穀物におけるフザリウム毒素汚染リ

スクが高まり、監視体制が強化されました。



カビ毒食中毒の患者数と死亡者数の推移

患者数（推定）

死亡者数



カビ・酵母の場合 回収費用は痛いが

• 過去に誰も死んでいない

• 巨額の保証金問題になることはない
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自分の商品が時間軸の上でどのように消費されているか
は 期限設定でとても重要

• 非常食
• 昔のギフト商品

• 回転の遅い商品• 回転の速い商品
• 日配品
• ロイヤルユーザーに
• 支えられている商品
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食品用微生物分析 迅速法：原理
・製品・価格・長所短所 総覧

日本国内ですでに上梓されている食品用微生物分析迅速法について、その原理、メー

カーおよび製品名、おおよその価格、それぞれの長所・短所を網羅的に列記します。



インピーダンス法（電気化学的方法）
原理

微生物が培地中の栄養素を代謝する際に生じる電気インピーダンス（電気抵抗）の変化を連続的に測

定し、インピーダンスが一定値を超えるまでの時間（検出時間）から初発菌数を推定する方法です。

メーカー・製品名

• バイオメリュー：BacTrac  4300

• MALTHUS Instruments：Malthus System

• Don Whitley Scientific：RABIT

おおよその価格

本体：200万〜500万円程度

長所

• 従来法（48〜72時間）より大幅に短縮（

6〜24時間）

• 多検体の同時測定が可能

• 自動記録・データ管理が容易

• 定量性が高い

短所

• 初期導入コストが高い

• 専用培地・消耗品が必要

• 菌種同定には追加試験が必要

• 低菌数域での精度が課題



直接エピフルオレッセンスフィルタ
ー法（DEFT法）

原理

試料をポリカーボネートメンブレンフィルターで濾過し、アクリジンオレンジ等の蛍光色

素で染色した後、エピフルオレッセンス顕微鏡で直接菌数を計測する方法です。生菌・死

菌を蛍光色の違いで区別することも可能です。

メーカー・製品名

• ミリポア（メルク）：Millipore 

DEFT System

• 各顕微鏡メーカー（ニコン、オリン

パス等）の蛍光顕微鏡と組み合わせ

て使用

おおよその価格

蛍光顕微鏡本体：100万〜500万円、フィ

ルター・試薬：別途

長所

• 測定時間が短い（30分〜2時間）

• 培養不要で直接計数が可能

• 生菌・死菌の区別が可能

短所

• 熟練した操作者が必要

• 食品粒子による妨害を受けやすい

• 自動化が難しく労力がかかる

• 高価な顕微鏡設備が必要



フローサイトメトリー法
原理

蛍光色素で標識した微生物を含む懸濁液をレーザー光線に通過させ、個々の細胞からの散乱光および

蛍光を検出・計測することで、菌数や菌の状態（生死）を迅速に判定する方法です。

メーカー・製品名

• ベックマン・コールター：CytoFLEX

• ベクトン・ディッキンソン：FACSCanto  

II

• ChemoMetec：NovoCyte

• BioSentinel：BactoSense（食品専用）

おおよその価格

本体：300万〜1,000万円以上（機種により大

きく異なる）

長所

• 高速・高精度な菌数計測（数分〜1時間

）

• 多パラメーター同時測定が可能

• 生菌・死菌の識別が可能

• 自動化・ハイスループット対応

短所

• 装置が高価で維持費も高い

• 高度な専門知識が必要

• 食品マトリックスの影響を受けやすい

• 菌種同定には別途試験が必要

• 前処理が煩雑な場合がある



PCR法（ポリメラーゼ連鎖反応法）
原理

標的微生物に特異的なDNA配列をプライマーで挟み、熱変性・アニーリング・伸長のサイクルを繰

り返すことで特定のDNA断片を指数関数的に増幅し、電気泳動や蛍光検出により目的菌の有無を判

定する方法です。リアルタイムPCR（qPCR）では定量も可能です。

メーカー・製品名

• サーモフィッシャー：Applied 

Biosystems  7500 Real-Time PCR

• バイオ・ラッド：CFX96  Touch Real-

Time PCR

• ロシュ：LightCycler® 96

• タカラバイオ：Thermal Cycler Dice® 

Real Time System III

• 日本BD：BD MAX  System

おおよその価格

本体：100万〜400万円、試薬キット：1反応

あたり500〜2,000円

長所

• 高感度・高特異性（数個の菌でも検出可

能）

• 検査時間の大幅短縮（数時間〜1日）

• 多種類の病原菌を同時検出可能（マルチ

プレックスPCR）

• 定量が可能（リアルタイムPCR）

短所

• 死菌のDNAも検出してしまう（生死判別困

難）

• PCR阻害物質の影響を受けやすい

• コンタミネーションリスクがある

• 高度な技術・設備が必要

• 初期コストが高い



LAMP法（Loop-Mediated Isothermal Amplification）

原理

標的DNAの6〜8箇所の特異的領域を認識する4〜6種のプライマーを用い、一定温度（60〜65℃）でBst DNAポリメラーゼにより等温的

にDNAを増幅する方法です。増幅産物はループ構造を形成し、白濁や蛍光で視覚的に判定できます。温度サイクルが不要なため、簡

易な装置で実施可能です。

メーカー・製品名

• 栄研化学：Loopamp  シリーズ（サルモネラ、大腸菌O157、リステリア等）

• サーモフィッシャー：Illumigene® LAMP

• ニッポンジーン：LAMP試薬キット各種

おおよその価格

専用装置：30万〜100万円、試薬キット：1反応あたり500〜1,500円

長所

• 等温反応のため簡易な装置で実施可能

• 高感度・高特異性

• 検査時間が短い（30分〜1時間）

• 現場での使用に適している

• 目視判定も可能（白濁・蛍光）

短所

• プライマー設計が複雑

• コンタミネーションリスクがある

• 定量性がPCRより劣る

• 死菌DNAも検出する

• 対応菌種が限られる場合がある



マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行
時間型質量分析法（MALDI-TOF MS）
原理

微生物コロニーをマトリックス物質と混合してレーザー照射によりイオン化し、生成したタンパク質（主にリボソ

ームタンパク質）の質量スペクトルをデータベースと照合することで菌種を同定する方法です。培養後のコロニー

から数分で同定が可能です。

メーカー・製品名

• バイオメリュー：VITEK® MS（MALDI-TOF MS）

• ブルカー：MALDI Biotyper®

• 島津製作所：AXIMA  Confidence（食品・環境

検査対応）

おおよその価格

本体：2,000万〜5,000万円以上、試薬・消耗品：別

途

長所

• 菌種同定が迅速かつ高精度（数分〜数十分）

• 広範な菌種に対応（細菌・酵母・カビ）

• 操作が比較的簡便

• ランニングコストが低い（試薬費が安価）

• データベースの継続的な拡充

短所

• 初期導入コストが非常に高い

• 培養によるコロニー形成が前提（培養時間は短縮できない）

• データベースにない菌種は同定困難

• 薬剤耐性情報は得られない

• 大型装置のため設置スペースが必要



次世代シーケンシング（NGS）法
原理

食品試料から抽出したDNAを断片化し、大規模並列シーケンシングにより数百万〜数十億の塩基配

列を同時に読み取ることで、試料中に存在するすべての微生物（培養困難なものを含む）を網羅的

に解析するメタゲノム解析法です。16S rRNA遺伝子解析による細菌叢解析も含まれます。

メーカー・製品名

• イルミナ：MiSeq 、NextSeq  シリーズ

• サーモフィッシャー：Ion Torrent  

Genexus

• オックスフォード・ナノポア：MinION

（ポータブル型）

• パシフィック・バイオサイエンシズ：

Sequel® IIe

おおよその価格

本体：500万〜5,000万円以上、1ランあたり

の試薬費：数万〜数十万円

長所

• 培養不要で全微生物叢を網羅的に解析

• 未知・難培養微生物の検出が可能

• 薬剤耐性遺伝子・毒素遺伝子の同時解析

• アウトブレーク調査・疫学解析に有用

短所

• 装置・解析コストが非常に高い

• データ解析に高度な生物情報学的知識が

必要

• 結果が出るまでに時間がかかる（数時間

〜数日）

• 定量性の確保が難しい

• 日常的な食品検査への適用はまだ限定的



バイオセンサー法
原理

抗体・核酸・酵素等の生体認識素子（バイオレセプター）と電気化学・光学・圧電等のトラン

スデューサーを組み合わせ、標的微生物や毒素を高感度・迅速に検出するデバイスです。表面

プラズモン共鳴（SPR）センサー、電気化学バイオセンサー、水晶振動子マイクロバランス（

QCM）センサー等が食品検査に応用されています。

メーカー・製品名

• バイアコア（GEヘルスケア/サイトバ）

：Biacore  T200（SPRセンサー）

• ハイマン：各種電気化学バイオセンサ

ー

• ニプロ：食品用バイオセンサーシステ

ム

• 各種研究機関・ベンチャー企業：開発

段階の製品多数

おおよその価格

研究用SPRシステム：500万〜2,000万円、

簡易型センサー：数万〜数十万円（開発段

階のものが多い）

長所

• リアルタイム・ラベルフリー検出が可能

• 高感度・高特異性

• 小型化・ポータブル化が可能

• 現場での使用に適している

• 連続モニタリングが可能

短所

• 食品検査への実用化はまだ限定的

• 食品マトリックスの影響を受けやすい

• センサー表面の再生・再利用が課題

• 標準化・規格化が不十分

• 高価な装置が必要な場合がある



固相サイトメトリー法（Solid Phase Cytometry）

原理

試料をメンブレンフィルターで濃縮し、蛍光標識抗体や蛍光色素で染色した後、レーザースキャナーでフィルター全面を走査して個

々の蛍光シグナルを検出・計数する方法です。培養不要で試料中の微生物を直接計数できます。

メーカー・製品名

• BioSignal（現：Merck）：ChemScan® RDI（Rapid 

Detection Instrument）

• Scan RDI：食品・飲料・製薬用途向け

おおよその価格

本体：500万〜1,500万円程度、消耗品（フィルター・試薬）

：別途

長所

• 培養不要で直接計数が可能

• 検査時間が短い（数時間以内）

• 高感度（1CFU/100mL以下の検出も可能）

• 飲料・水の無菌試験に特に有効

• 自動化・客観的な判定

短所

• 初期導入コストが高い

• 食品マトリックスの影響を受けやすい

• 菌種同定には別途試験が必要

• 専門的なトレーニングが必要

• 日本国内での普及がまだ限定的



マイクロコロニー法（タイムラプス顕微鏡法）
原理

試料をメンブレンフィルター上に濃縮し、培地上で短時間培養した後、タイムラプス顕微鏡で微小コロニー（マイクロコロニー）の

形成を自動的に検出・計数する方法です。コロニーが肉眼で見えるサイズになる前に検出できるため、培養時間を大幅に短縮できま

す。

試料濾過・フィルター培養

試料をメンブレンフィルターで濃縮し、選択培地上に置いて短時間培養

タイムラプス撮影・自動解析

顕微鏡で定期的に撮影し、マイクロコロニーの形成を自動検出・計数

結果判定・報告

従来法の1/3〜1/2の時間で菌数を報告（例：一般生菌数を6〜8時間で判定）

メーカー・製品名

• Don Whitley Scientific：oCelloScope®

• Rapid Micro Biosystems：Growth Direct

• Merck：Milliflex® Rapid Microbiology Detection and 

Enumeration System

おおよその価格

本体：300万〜1,000万円程度

長所・短所

•  培養時間を大幅短縮（従来法の1/3〜1/2）

•  自動化・客観的な計数

•  生菌のみを検出

•  初期導入コストが高い

•  菌種同定には別途試験が必要

•  食品検査への適用がまだ限定的



近赤外分光法（NIR）・ラマン分光法
原理

近赤外光（NIR）またはレーザー光（ラマン）を試料に照射し、分子の振動・回転に基づく吸収・散乱スペクトルを解析するこ

とで、食品中の微生物汚染や品質変化を非破壊・迅速に評価する方法です。化学計量学（ケモメトリクス）を用いたモデル構

築が必要です。

メーカー・製品名

• ブルカー：TANGO  FT-NIR Spectrometer、SENTERRA  Raman

• パーキンエルマー：Spectrum Two  NIR

• 島津製作所：NIRシステム各種

• 堀場製作所：各種分光分析装置

おおよその価格

本体：100万〜500万円程度（ポータブル型：数十万円〜）

長所

• 非破壊・非接触での測定が可能

• 測定時間が極めて短い（数秒〜数分）

• 前処理が不要または最小限

• インライン・オンライン測定が可能

• 複数成分の同時分析が可能

短所

• 事前の検量線（モデル）構築に多大な労力が必要

• 低菌数域での精度が低い

• 食品マトリックスの影響を強く受ける

• 菌種同定は困難

• 標準化・規格化が不十分



デジタルPCR法（dPCR）・マイクロ流体デバイス
応用法
原理

デジタルPCR（dPCR）は試料を数万〜数百万の微小区画（ドロップレットまたはチャンバー）に分割し、各区画でPCR反応を行

うことで、標準曲線なしに標的DNA分子を絶対定量する方法です。マイクロ流体デバイスを用いることで、前処理・増幅・検出

を一体化した小型システムの開発も進んでいます。

メーカー・製品名

• バイオ・ラッド：QX200  Droplet Digital  PCR（

ddPCR）

• サーモフィッシャー：QuantStudio  Absolute Q  

Digital PCR

• スタンダード・バイオツールズ（旧Fluidigm）：

Biomark  HD（マイクロ流体PCR）

• 各種ベンチャー：ポータブル型マイクロ流体デバイ

ス（開発段階）

おおよその価格

本体：300万〜800万円、消耗品（カートリッジ等）：1反

応あたり1,000〜5,000円

長所

• 標準曲線不要の絶対定量が可能

• 従来のqPCRより高感度・高精度

• PCR阻害物質の影響を受けにくい

• 希少な標的分子の検出に優れる

• マイクロ流体化による小型・迅速化が可能

短所

• 装置・消耗品コストが高い

• 操作・解析に専門知識が必要

• スループットがqPCRより低い場合がある

• 食品検査への実用化はまだ発展途上

• 死菌DNAも検出する（生死判別困難）
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全ての迅速法で

• 初期投資が高価、消耗品が高価

• 担当者のトレーニングが必要

• 菌種（別）キャリブレーションが必要

• 装置は据え付けた形になる → ポータルではない
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公
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測定対象菌が多種
夾雑菌が存在する

測定対象菌が単種
夾雑菌が存在しない

測定対象菌が多数

測定対象菌が少数

簡易培地法

ATP迅速法

機器
使用
迅速
法

PCR迅速法

菌種と菌数による制約



結語-1

• 規格基準適合というコンプライアンスの観点からは公定法を 継続するし

かないが、頻度は格段に落として構わない

• 自主検査・課題解決には 迅速法、簡易培地法（およびその改変法）を多

用していくことになるだろう

• 時間（即判定可能）も、少数の菌でも、多菌種併存でも

「ぜーんぶまとめてこい！」といったものはない

• 各法を特性によって使い分け

• 自ら最適なプロセス構築
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結語-2

• 微生物分析には広範な知識（愛）と 継続的改善への意欲

（熱意）が求められる

• 最新情報に触れるための予算の申請を

• 導入を考えるなら 必ず事前検証を自分の現場で

• もし 上司・経営層の方が この場にいらっしゃるなら

担当者の「愛と熱意には報いてあげて」
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